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１【提出理由】

　当社は、平成24年６月28日付で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７

号の規定に基づき提出した、当社100％出資の連結子会社であるTDK-EPC株式会社より、同社の営業部門に関する事業について

承継する吸収分割を行う旨の取締役会決議に関する臨時報告書の内容につき、本吸収分割が効力を生じ、また、「純資産の額」

及び「総資産の額」が確定しましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出

するものです。

 

２【訂正内容】

　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

２〔報告内容〕

（訂正前）

（前略）

(6）当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容及びその他の吸収分割契約の内容

（中略）

③　その他の吸収分割契約の内容

吸収分割の日程

取締役会決議日　　平成24年６月28日

契約締結日　　　　平成24年６月28日

分割効力発生日　　平成24年10月１日（予定）

　（注）　本吸収分割は、当社においては会社法第796条第３項に定める簡易吸収分割に該当するため、株主総会による決議

は不要となっております。

 

承継会社が承継する権利義務

　当社は、TDK-EPCが効力発生日において有する営業部門に関する事業の資産、債務、契約上の地位及びこれらに付随する

権利義務を承継いたします。

（中略）

 

(8）当該吸収分割後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額

及び事業の内容

商号 ＴＤＫ株式会社

本店の所在地 東京都中央区日本橋１－13－１

代表者の氏名 代表取締役社長　　上釜　健宏

資本金の額 32,641百万円

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容 各種電子部品、磁気応用製品等の開発・製造・販売
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（訂正後）

（前略）

(6）当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容及びその他の吸収分割契約の内容

（中略）

③　その他の吸収分割契約の内容

吸収分割の日程

取締役会決議日　　平成24年６月28日

契約締結日　　　　平成24年６月28日

分割効力発生日　　平成24年10月１日

　（注）　本吸収分割は、当社においては会社法第796条第３項に定める簡易吸収分割に該当するため、株主総会による決議

は不要となっております。

 

承継会社が承継する権利義務

　当社は、TDK-EPCが効力発生日において有する営業部門に関する事業の資産、債務、契約上の地位及びこれらに付随する

権利義務を承継いたします。

（中略）

 

(8）当該吸収分割後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額

及び事業の内容

商号 ＴＤＫ株式会社

本店の所在地 東京都中央区日本橋１－13－１

代表者の氏名 代表取締役社長　　上釜　健宏

資本金の額 32,641百万円

純資産の額 312,925百万円

総資産の額 710,467百万円

事業の内容 各種電子部品、磁気応用製品等の開発・製造・販売

 

以　上
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